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まちづくりの考え方
汚

　　　　　　　　　　計画

　告示年月日

　昭和58年9月5日杉並区告示第208号
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鰯まちづくり計画

　まちづくり計画とは、蚕糸試験場跡地周辺地区の

総倉目標「安全で住みよい、うるおいのあるまら」

を実現するため、区の方針として3つの施策を定め

たものです。区は、この1まちづくり計醐」に基づき、

住艮のみなさんの協力を得ながら、まちづくり覇業

を進めていきます。

不燃化の促進

居住環境の整備

道路の整備

・地域地区の改定（防火地域の指定など）

●不燃化促進住宅の活用

●地区計画の適用

・ブロック塀改修　生垣化助成

●環七沿道地区計画の適用

●地区計画道路（防災上重要な道路）の整備

蚕糸試験場跡地周辺不燃化まちづくり総合計画図

　　　松馬

彰，，簸
覆、、　款

　　　ノ4　謡
　　ヒ・　霧く
　　　と　　17　・
　　七
　　　　㍑
　丁

鼎

…

　’

彦

1

欝’

rゆ

’ ㌶ζ，

魔
　5gr5　、

へ ぜ

；56，

μ 　恥

　胴

　r7
」汽

5

r

箆

’

健

、纐齢罪黙唄．
　「謙

　　　匙　　慈
裡

転，。瑚

杉並

團

巳 」〔鮒浅　　｝

欝趣

鱒

1置鋼遮

麟
11

鷹

難

婿

　　　　　曳

　鑓
　　口

凡　　　例

「一「

扁曽」
地区計画区域

匿 学校

匪鋼1闘瞬 地区計画道路（蟷6m）

ぐ■ゆ 連絡ルート（整備済）

囮 環七沿道地区計画

羅 ボケツト広場公園等

㎜ 相田不燃化促進住宅

「「11隣 外壁の後退と色彩静捜

薦 その他の公共施設
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※環七沿道地臨【画の詳しい範囲　制限については、劉紙パンフレソトをご確認ください。
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薩地区計画

「まちづくり計翻」を実現するための手だてとして、都薦圓法に基づく鞄区計画用を週用しました。この臼地区謝画珪

では、地区整備爺画として、建築物等に関する制隈と3路線の地区計画道路を定めています。

灘建築物等に関する制限 ●建築確認のll翻を名う前に、必ず地区藷1画の届出が必要でづ。

薩制限の対象地区

対象地区 制隈の内容

①かき　さくの構造高さ

の制限

●コンクリート造ブ〔⊃ッ

ク造石造などこれに類す

る構造の部分は、高さlm
以下とします。

1mをこえるブロック塀等

の計画は、低くしていただ

くよう勧告します。

③敷地面積の制限

　（ミニ開発の規制）

●敷地面積の最小を60m2と

していただきます。

すでに60m2未満の敷地につ

いては、今後それを分割す

ることなく使用して、建替

える場合には、制限をうけ

ません。

●今後、敷地を分割して建

替える際は、60αf以上の敷

地規摸がないと建築確認さ

れません。

⑥建築物の高さの劉限

●建築物の高さを10m以
下としていただきます。

●ただし、現在、建築基準

法で認められている範囲内

で、良好な住居の環境を害

するおそれのないものは

この規定は適用しません。

対象地区 制限の内容

②建築面積の敷地面積に対

する割合（建ぺい率）の制限

●建ぺい率について酎火割

増を制限します。

建築面積の敷地面積に対す

る割合について建基法53条

3項一号の規定（防火地域

内の耐尖建物の10％増規
定）を適用しません。

④建築物の用途の制限
●建築物の用途を第一種低
層住居専用地域と同様に制
限します。

⑤壁面の位置の制限
3階以上の部分の壁面後退

●建築物の3階以上の部分
について、隣地境界線から

15m以上壁面を後退して
いただきます。

●道路側は道路斜線制限が
ありますので、道路側につ
いては適用しません。

※バルコニー等（小規模な

　ものは除く）は、その先
　端を壁面とみなします。
　⑦も同じ。

⑦壁面の位置の制限

跡地公園に面する建物の壁

面後退

●建物の壁面（跡地公園等

に面するもの）を、道路境

界から1m以上後退してい
ただきます。

⑧建築物の意匠の制限

●跡地東　南の歩行者優先

道に面する敷地に建てられ

る建物の外壁は、跡地公園

や杉十小の校舎の色と調和

した色としていただきま
す。また、看板についても、

大きなものは制限します。



ま ち

　　不燃化促進区裁の指窟と助成事
　　業の開始（10／り
　　大繍省が蹄地の払い下げの方針
　　を決定（関東池か蜜議会・窪0／2ア）

　　地区酎画道路の関係権利琶説明
　　会（瀾歴と事業の進めかについて）

1帽跡地釈用の基本計画案1こついて
　　の説明会
　　緑化推逢モデル地区指定に伴う
　　苗木配布・園芸相談会
12月地区計画道路の測蟹はじまる
『984・昭和59年

3月第25◎まちづくり協議会（公園
　　の整備、地下鉄東高円寺駅駅務

咽98D　・昭憩55隼

5月国有財産中央灘会答申
8月「杉髄区不燃化促進1こ関する調

　　査」はじまる
窪0月不燃化促進謝画推驚協議会発足
『981　・e召和56年

4月まちづくりニュース欧1雪発行

　　第1回地元説明会（不燃化調査
　　の結果等について）

6月まちづくり協麗会委輿の公勢
ア月まちづくり協誰会瀧鞘会

9月第1回まぢづくり協識会
12月協識会が照田区の不燃化事業等

　　視票

　　會の建設計画について検討）

　　鯨地の買収契約（3／1の
　　跡地の払い下げ（3／30）
6月潔ぢづくり協識会解散（第26回
　　協議会6／至4）
12目跡地内に杉十小の建設はじまる
　　（12／3）
窪985マ昭和60年

3月辣地内公園造成はじまる（3／13）

5目蹴地東唄藝、南側区道の2項道路
　　廃止（5／奪4）

8目蹄地西翻の国家公務員宿魯南馳
　　の連経ルート完成
10月木翼事業の建設大臣承認（10／15）

歪982　・目き和5ア蟻

3月第1回跡地内施設建設協識会
　　まちづくりアンケート調直の実施

5月消防車の走行実験
8月まぢづくり協識会が区長に「ま
　　ちづくり欄想Jを鍵案（第18回
　　協識倉）

10月区がまちづくり讃画累案を作成
10月
　　計画素案の地元脱萌会（計ア回）　～

　　謝画緊案の一部修正
12月

12周囎杉並区防災不燃化公社の設立
望983・臼盈憩58年

2月区が「蚕糸試験場跡地周辺不燃

咽986・昭和6う庫

3月杉十小竣工（3／25）
7月蜀糸の森公園竣工（7／31）
8月和田不燃化促進住宅建設工事魑手
『987r　認潤62年

3月和田不燃化促避住宅竣工（3／15＞

¶988・昭和63寡

3月第一回蚕糸の森まつりの開催
　　（3／27）
盤月まちづくりシンポジウム’88の
　　開催　（俘2／3）

咽989・肩z成元霧

3月第二回蚕糸の蕊まつりの開燦
　　（3／噸9）

　　化まちづくり計画」を決定
　　地区翫画の原案縦覧（2／裕～

　　3／1）
3月　　まちづくり日鶴相談会開催
　～

　　（計3回）
5周
5周地区議画、地域地区の案の縦覧
　　地元縦覧コーナーの開設
　　杉並区都市計画留識会で案のと

　　おり決定（6／30）
9月地区瞬画の決建、地域地区の改
　　窟施1了（9／5）
犯目不燃化促進助成条例、地区言圃
　　建築条例等の公布・施行（10／つ

　　地区畿画変更の原秦縦覧

　　（3／23～4／5）
5月地区欝画変璽の案縦覧
　　（5／喋9～6／2）
箱月地区剖画変璽の齪告示（1Gノ例）

『990，　平成2難

3月帝釈天銘広場緑地竣工
　　第鐙回蚕糸の森まつりの開催
　　（3／25）

ig93・畢成5庫
9自 醗智辮1こよ磁鞭
20GQ，平成歪2駕

3月密集事業（旧木賃事業）の終了
　　（3／3窪）

N
》

麟妻．灘騰；縫譲 i懸難　

ig80　畠建召和55年

5尾麟貝オ産中購識会答申
8月　「杉並区不燃化促進に関する調

　　資」はじまる
10月不燃化促進騒爾推逡協議会発足
竃98胤・昭租56年

4月まぢづくりニュース晦1発行
　　第1回地元説明会（不燃化羅
　　の結果籍について）

6月まちづくり協識会委員の公勢
ア月まちづくり協講会準煽会

10月区が主鷹する地区懇談会発足
11月地区割の話し合い（蹴4回）
母982・臼詔和57年

7月まちづくりアンケート調査の実

　　施
8月学識経験者1こよる「まちづくり

　　樹想」のとりまとめ（郷1回懸
　　談会）
9月区がまちづくり醗画素案を作成
筍月針画素案の地元説明会（醗6回）
～　地区謝画道罵闘係者説明会

12月跡地利用の基本計画案について
の脱明会

12月囎杉並区防災不燃化公赦の設立
大蔵雀が跡地の払い下げの方鍵
を決定（国有財産関東地方留議
会・12／16）

3983・昭和58年

1月
　　地区矧画道躇関騒者との個瑚話　～

　　し合い
2月
3月跡地の払い下げ（公園部分・3

　　／30鰹曹羅部分・4／20）
5月酎画聚案の一部修配「気敦駆究
　　所跡地周辺不燃化まちづくり誹
　　画」を決定
6周跡地内の工事はじまる（公圃造
　　成は12月から）
ア月

　～　まちづくり相談会開催（計3回）

9局

a，f灘
腰・ 、郵鷺 灘

粗月地区翫画の原案縦魔α0／4～
　　働／17）地元縦覧コーナーの開
　　設（言f2回）
窄2月地区尉画道路の測騒はじまる
1984・昭和59犀
奪屠地区謝画、地域地区の案の縦覧

　　（唯／1B～2／乍）

　　地元縦麗コーナーの開設
2月杉並区都南欝画留餓会で案のと
　　おり答甲（2／6）　東京都都市
　　計画地方醗識会開催（2／22）

3月地区欝画の決定、地域地区の改
　　定施行、不燃化促進区域の指定
　　と助成事業の開始（3／21）緑

　　化モデル地区指走に伴う説明会
4月地区計画建築条例の公布・施行
　　（4／2B）

8月馬橋不燃化促進住宅建殴エ事翻

　　手
窪985・昭狸6G年

3月跡地公園（馬橋公園）完成する

4周馬橋不燃化促進住竈完成する
　　（4／30）

6月地区酎画潅路の2項道路廃止
犯周木興事業の建殴大臣承認
　　（10／15）
ig8ア・日琶和62年

3月和田不燃化促進住宅完成する

　　（3／⑤
歪988・日召和63年

12月まちづくりシンポジウム’88の

　　開催

編駕誰東購鰹賢
3月地区計画変更の原案縦覧　　　“
　　（3／23～4／5）
10月地区計画変更の決定告示（㊨／11）

1994・平成6年
3月不燃化促進事業「こよる助成制度

　　終了（3／20）
2000・平成12年
3月密集事業（旧本賃事業〉の終3

（3／3D

》 1

地区計 地区計画の届出
　平常時には歩行者が安全に歩ける快適な道として、災害

時には避難・救援活動を行う防災上重要な道として利用さ

れるように、蚕糸試験場跡地周辺地区では幅6m、気象研

究所跡地周辺地区では幅8rnの地区計画道路を定めまし

た。この地区計画道路は「都市計画道路」とは異なり強制

力を伴う買収によってつくるのではなく、道路の必要性を

住民のみなさまによく理解していただいたうえで、建替え

時等に買収して少しずつつくっていきます。

●地区計画区域内で建物を建てたり、建築物の用途を変え

　たりするとき、工事着手の30日以上前に、建築確認申請

　に先立って、届出をしていただきます。

●地区内の建築物等をお考えの方は、事前にまちづくり推

　進課までご相談ください。

歩・醐元気と灘細鋤

蚕糸試験場跡地・気象研究所跡地周辺地区　平成19年9月発行

編集・発行　杉並区都市整備部まちづくり推進課
　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　　21｛聾

古紙配合率100％再生紙を使用しています。
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懸まちづくり計画

　まちづくり計薗とは、気象研究所跡地周辺地区の

総合目標「安全で住みよい、うるおいのあるまち」

を実現するため、区の方針として3つの施策を定め

たものです。区は、この「まらづくり謂画」に基づき、

住民のみなさんの協力を得ながら、まちづくり事業

を進めていきます。

不燃化の促進

居住環境の整備

道路の整備

・地域地区の改定（防火地域の指定など）

●不燃化促進住宅の活用

●地区計画の適用

・ブロック塀改修 生垣化助成

●地区計画道路（防災上重要な道路〉の整備
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　　　　気象研究所跡地周辺不燃化まちづくり事業計画図
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凡 例

地区計画区域

学挾

地区計画道路
（幅8m）

繊

連絡ルートの整備
（整備済禽む）

馬橋不燃化促進住宅

懇その働共緻

伽麗／ ノ　　々　〆



r　　イ’　Ψ　　　固　’　　認紺　　　　　　評　　　　〆〃　　　’　　　剛艶　　　　　r　　ザ加　v　　　　　v凸　　厚rイ　　　μ㍗　　　　　叫縄＿　∀》　　＾臨　　　　　π、　P　　　　層　v　、　　　　　’／　　　　　　臨　　　　γ㌔　　　　“＼　　㌔　／　　μ＿　　　　階　　ゾ》　　ρ　　／

まちつくりを進めるために
レ　／　v㍗　　へ　r　謬搾哩　　か鴎　　　　冷凧匪バ　ィ　ノ　側　r　　　酒認　　〆　　∫　　研　ノ　　　ドィ　　　～　　〆ハ　　鯉バ　》避陣ボ　が，㍉　M　メβ　　A　酒〃　　　　　　卍 μ　ぽ　バ　イ脾　　　ピ〆　　　〆　訟」　　　評　　仰

縫地区計画

「まちづくり計醐」を実現するための手だてとして、者肺計画法に基づく馳区副画』を適用しました。この馳区言1風

では、地区整備韻画として、建築物等に闘する鰹限と1路線の地区計画道路を定めています。

口建築物等に関する制限 ●建築磁認の申請を行う前に、必ず地μ讃爾の紅i出が必要でナ。

［二1制限の対象地区

制限の内容

①かき・さくの構造高さ

の劉限

●コンクリート造ブロッ

ク造石造などこれに類す

る構造の部分は、高さ1m
以下とします。

1mをこえるプBック塀等

の計画は、低くしていただ

くよう勧告します。

③敷地面積の制隈

　（ミニ開発の規制）

●敷地面積の最小を60m2と

していただきます。

すでに60㎡未満の敷地につ

いては、今後それを分割す

ることなく使用して、建替

える場合には、制限をうけ

ません。

●今後、敷地を分割して建

替える際は，60rn2以上の敷

地規模がないと建築確認さ

れません。

⑤建築物の用途の詞限

●建築物の用途を第一種低

層住居専用地域と同様に制

限します。

⑥建築物の高さの制限

●建築物の高さを10m以下

としていただきます。

●ただし、現在、建築基準

法で認められる範囲内で、

良好な住居の環境を害する

おそれのないものは、この

規定は適用しません。

対象地区
②建築面積の敷地面積に対

する割合（建ぺい率）の制限

●建ぺい率について耐火割

増を融眼します。

建築面積の敷地面積に対す

る割合について建基法53条

3項一号の規定（防火地

内の耐火建物の10％増
定）を適用しません。

④壁面の位置の制限

3階以上の部分の壁面後退

●建築物の3階以上の部分

について、隣地境界線から

15m以上壁面を後退して
いただきます。

●道路側は道路斜線欄限が

ありますので、道路側につ

騨畢蜘藤
　ものは除く）は、その

　先端を壁面とみなしま
　す。

⑦建築物の意匠の制限

●跡地周辺の矯橋小　電話

局　気象庁高円寺住宅　秀

和レジデンスの敷地に建つ

建築物や，これらの施設及

び跡地公園に面した敷地に

建つ建物の外壁は，住宅地

にふさわしい、樹木と調和

する色としていただきま
す。なお、看板についても、

大きなものは、制限します。


